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平塚市日中一時支援事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７

年法律第１２３号。以下「法」という。）第７７条第３項の規定による自立した日常生活又は社

会生活を営むために必要な事業として実施する障害児者の日中における活動を確保し、障害児

者の家族の就労及び障害児者を日中に介護している家族の一時的な休息を図るための事業（以

下「日中一時支援事業」という。）を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱における用語の定義は、法及び法の関係法令の例による。 

（実施主体） 

第３条 日中一時支援事業の実施主体は、平塚市とし、その責任の下に便宜を提供するものとす

る。 

（指定事業者の指定） 

第４条 日中一時支援事業の運営主体は、適切な事業実施が可能である者として、あらかじめ市

長が指定した者（以下「指定事業者」という。）とする。  

２ 指定事業者の指定を受けようとする者は、平塚市日中一時支援事業者登録申請書（第１号様

式）に必要な書類を添付して市長に提出するものとする。 

３ 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請者の実施能力を審査して平塚市日 

 中一時支援事業登録書（第２号様式）により指定事業者を指定するものとする。 

４ 指定事業者は、所在地等の変更又は事業の廃止若しくは休止をしようとするときは、あらか 

 じめ、平塚市日中一時支援事業変更（廃止・休止）等届出書（第３号様式）を市長に提出しなけ

ればならない。 

５ 日中一時支援事業における指定事業者の有効期間は、市長が定める期間とする。 

（利用の対象者） 

第５条 日中一時支援事業の利用の対象者は、市内に居住する障害児者で、当該障害児者の日中 

 における活動を確保し、障害児者の家族の就労及び障害児者を日中に介護している家族の一時 

 的な休息を図ることが必要と認められる者とする。 

（利用の手続き） 

第６条 前条に掲げる者で日中一時支援事業を利用しようとする者は、平塚市地域生活支援事業 

支給申請書（平塚市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則（平

成１８年３月３１日規則第２９号、以下「細則」という。）第２条における第１号様式を準用）

及びその他必要な書類を市長に提出するものとする。また、市長は、難病患者等（障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（平成１８年政令第１０号）第１条で

主務大臣が定める疾病に該当する障害児（者））の申請に際しては医師の診断書又は特定疾患医

療受給者証等、対象疾病を確認できる書類の提出を求めることができるものとする。 

２ 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、速やかに審査を行い、地域生活支援事業

支給決定通知書（平塚市移動支援事業実施要綱（以下、移動支援要綱）第７条第２項における第

４号様式を準用）（以下「決定通知書」という。）を交付するものとする。この場合において、支

給決定することを決定したときは、地域生活支援事業受給者証（移動支援要綱第７条第２項に

おける第５号様式を準用）を併せて交付するものとする。 

３ 第２項の規定による決定（以下「支給決定」という）を受けた者を、支給決定障害者等とい

う。 

４ 支給決定障害者等が、支給決定内容の変更を行うときは、第１項から第２項までと同様の手
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続きを経ることとする。 

５ 第１項に規定する申請は、本人の同意があれば運営主体を経由して申請を受理することがで

きる。 

（決定の有効期間） 

第７条 支給決定の有効期間は、支給決定を受けた日から起算して、１ヶ月から１年までの間で

市長が決定する。 

（費用の支弁） 

第８条 市長は、支給決定障害者等が、支給決定の有効期間内において、指定事業者から日中一

時支援のサービスを受けたときは、当該支給決定障害者等に対し、当該指定事業者に支払うべ

き日中一時支援に要した費用について助成するものとする。 

２ 日中一時支援に要した費用の支給基準額は、次の各号に定める金額とする。 

 (1) 基本額 

区     分 金   額 

支援を受けた時間が１時間以上２時間以内の場合 1,500 円 

支援を受けた時間が２時間を超えて６時間以内の場合 4,000 円 

支援を受けた時間が６時間を超えた場合 5,200 円 

日中活動系サービスを利用した後の利用で、支援を受けた

時間が１時間以上の場合 
3,000 円 

 (2) 加算額 

区     分 金   額 

支給決定障害者等が別表１に該当する者である場合 １日につき 5,000 円 

指定事業者が別表２に該当する支給決定障害者等を支援

する目的で実際に通常の支援体制よりも支援員を増員し

て、マンツーマンでの支援を行った場合 

１日につき 5,000 円 

指定事業者が車両を用い支給決定障害者等を、当該支給決

定障害者の自宅等と指定に係る事業所について送迎を行

った場合 

１回につき 500 円 

３ 前項第１号に係る費用の助成額は、１回あたり次に定める金額とする。  

 区       分 金   額 

生活保護の規定による被保護者、中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関す

る法律の規定による支援給付を受ける者及び、支給決

定障害者等及びその配偶者が市民税非課税の者 

支給基準額の１００分の１００

に相当する金額 

支給決定障害者等及びその配偶者の市民税所得割の

額を合算した額が１６万円未満（支給決定障害者等が

１８歳未満である場合は、その属する世帯の市民税所

所得割の額を合算した額が２８万円未満）の者 

支給基準額の１００分の９５に

相当する額 

上記以外の者 
支給基準額の１００分の９０に

相当する額 

４ 第２項第２号に係る費用の助成額は、支給基準額の１００分の１００に相当する金額とする。 

５ 支給決定障害者等が日中一時支援の提供を受けたときは、市長は、当該支給決定障害者等が

指定事業者に支払うべき日中一時支援に要した費用について、日中一時支援に要した費用とし

て当該支給決定障害者等に助成すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当
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該指定事業者に支払うことができる。 

６ 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し日中一時支援に要した費用

の助成があったものとみなす。 

７ 市長は、指定事業者から日中一時支援に要した費用の請求があったときは、審査の上、支払

うものとする。 

（不当利得の徴収） 

第９条 市長は、偽りその他不正の手段により日中一時支援に要した費用の助成を受けた支給 

決定障害者又は指定事業者があるときは、その者から、助成を受けた額に相当する金額の全部又

は一部を徴収することができる。 

（報告） 

第１０条 指定事業者は、日中一時支援を行うごとに平塚市日中一時支援事業サービス提供報告

書（第４号様式）に記入を行い支給決定障害者等の確認を受けるものとする。 

２ 平塚市日中一時支援事業サービス提供報告書は、提供を行った翌月の１０日までに指定に係

る事業所ごとに取りまとめた上、市長に提出するものとする。 

（指定事業者の責務） 

第１１条 日中一時支援事業の履行に際して事故が生じた場合は、指定事業者がその責任を負う

ものとする。ただし、市の責任で生じた場合は、この限りでない。 

（書類の整理） 

第１２条 指定事業者は、請求書類その他資料を５年間保管するものとする。 

（個人情報の保護） 

第１３条 運営主体は、「個人情報の保護に関する法律及び平塚市個人情報の保護に関する法律施

行条例」の趣旨にのっとり必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定事業者の従事者は、職務上知り得た利用決定障害者等の個人情報はこれを漏らしてはな

らない。その職を退いた後も、また、同様とする。 

（指導及び監督） 

第１４条 市長は、必要に応じて指定事業者の事業内容を調査し、適切な指導、監督を行うもの

とする。 

（委任） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

  附 則 

この要綱は、平成１８年１０月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成１９年７月１日から施行する。  

   附 則 

この要綱は、平成１９年１０月１日から施行する。ただし、第１４条の改正規定は、平成２０年

１月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２０年７月１日から施行する。 

  附 則 



 4

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

ただし、第８条第３項の規定は、平成２１年７月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年１月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、決裁の日から施行し、令和５年４月１日から効力を有する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の規定により作成されている様式書類は、当

分の間、必要な調整をして使用することができる。 

 附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年１１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の規定により作成されている様式書類は、当

分の間、必要な調整をして使用することができる。 
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別表１（第８条関係） 

 第８条第２項第２号による加算の対象となる支給決定障害者は、次の各号のいずれかに該当

する者とする。 

(1)身体障害１級、知的障害Ａ１又は精神障害１級のいずれか２以上に該当する者 

(2)次のア、イ又はウのいずれかに該当する者 

ア 身体障害１級に該当し、かつ、知的障害Ａ２又は精神障害２級に該当する者 

イ 知的障害Ａ１に該当し、かつ、身体障害２級又は精神障害２級に該当する者 

ウ 精神障害１級に該当し、かつ、身体障害２級又は知的障害Ａ２に該当する者 

(3) 重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している者であって、児童相談所において重

症心身障害と認定された者 

備考 

 １ この表において「身体障害１級」又は「身体障害２級」とは、それぞれ身体障害者福祉法

（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、

身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１５号）別表第５号の１級に該当する障

害又は同号の２級に該当する障害を有する者をいう。 

 ２ この表において「知的障害Ａ１」又は「知的障害Ａ２」とは、それぞれ療育手帳（知的障害

者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所（知的障害者福祉法（昭

和３５年法律第３７号）第９条第６項に規定する知的障害者更生相談所をいう。）において知

的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載

があるものをいう。）において障害の程度がＡ１に該当する障害又はＡ２に該当する障害を有

する者をいう。 

 ３ この表において「精神障害１級」又は「精神障害２級」とは、それぞれ精神保健及び精神

障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条第２項の規定により精神障

害者保健福祉手帳の交付を受け、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和２

５年政令第１５５号）第６項第３項の表の１級に該当する障害又は同表の２級に該当する障

害を有する者をいう。 

 ４ この表において「児童相談所」とは、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１２条

に規定する児童相談所をいう。 

 

別表２（第８条関係） 

第８条第２項第２号による加算の対象となる支給決定障害者は、次の各号の全てに該当す

る者とする。 

（1）行動関連項目の合計点数 10 点以上の者若しくは、同程度であると市長が認めた者 

（2）行動上の障害が著しく、常時マンツーマンでの支援が必要な者 

（3）別表１の加算に該当しない者 

備考  

１ この表において、行動関連項目の合計点数 10点以上の者とは、厚生労働大臣が定める基準

（平成 18年厚生労働省告示第 543 号）の別表に掲げる行動関連項目の欄の区分に応じ、その

行動関連項目が見られる頻度等をそれぞれ同表の 0 点の欄から 2 点の欄までに当てはめて算

出した点数の合計が 10点以上であること。 

 



第１号様式（第４条関係）

平塚市（移動支援・日中一時支援）事業者登録申請書

（宛先） （申請者）
平塚市長 所　在　地

下記のとおり、（移動支援・日中一時支援）事業者として関係書類を添えて登録の申請をします。

〒

〒

〒

　　　他のものは「別紙」に記載してください。

　　５　　「別紙」には、上記のほか、他の法律又は市町村において既に指定を受けている内容を記載してください。

　  １　　「法人の種類」欄には、申請者が法人である場合に、「社会福祉法人」「医療法人」「社団法人」「財団法人」「株式会社」「有限会社」等の別

　　　を記載してください。

　　２　　「法人所轄庁」欄には、申請者が認可法人である場合に、その主務官庁の名称を記載してください。

　　３　　「登録事業所の種類」欄には、今回申請をするものについて必要事項を記載してください。

　　４　　「平塚市以外のサービスの登録を受けている場合」欄には、平塚市外において既に事業所としての指定を受け、事業者番号

　　　が付番されている場合に、その事業所に関する事項を記載してください。複数の番号を有する場合には、そのうちの一つのみを記載し、

登
録
事
業
所
の
種
類

ﾌ　ﾘ　ｶﾞ　ﾅ

名　　　称

事業所（施設）
の所在地

事業の種類 　□　外出支援　　　　□　日中一時支援

登録申請をする
事業等の事業開
始予定年月日

付表 備考

平塚市以外のサービスの
登録を受けている場合

サービスの種類 事業者番号

事業所名称 登録地

申
請
者
（
設
置
者
）

ﾌ　ﾘ　ｶﾞ　ﾅ

名　　称

法人の種類 法人所轄庁

代表者

役　職

氏　名

住　所

主たる事務所の
所在地

連絡先 電話番号 ＦＡＸ番号

名　　称

代表者職氏名

受付番号



（別紙）

他の法律において既に指定を受けている事業等について

※　平塚市以外で地域生活支援事業の指定（登録）、神奈川県指定等がありましたらその内容も記載してください。

法律の名称 サービスの種類 事業所・施設名称 指定年月日 指定事業所番号



付表２

（備考）
１．「受付番号」「基準上の必要人数」欄には、記載しないでください。
２．記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記載するか又は別葉に記載した書類を添付してください。
３．新設の場合には、「前年度の平均入所者数」欄は推定数を記入してください。
４．「主な掲示事項」欄には、その内容を簡潔に記載してください。
５．「※兼務」欄には、本体施設との兼務を行う職員について記載してください。
６．「その他の費用」欄には、利用者に直接金銭の負担を求める場合のサービス内容について記載してください。

名　称
主　　な
診療科名

名　称
主　　な
診療科名

苦情解決の措置概要
窓口（連絡先）

担当者

主
な
掲
示
事
項

主たる対象者

受入の場合の定員

利用料 平塚市の要綱による金額
その他費用

その他参考
となる事項

第三者評価の実施状況

その他

協
力
医
療
機
関

名　称
主　　な
診療科名

基準上の必要人数

あり　　・　　なし

常勤換算後の人数

専従 ※兼務 専従 ※兼務 専従 ※兼務

従業者数
常勤

(単位：人）

非常勤

専従 ※兼務 専従 ※兼務 専従 ※兼務 専従 ※兼務

職業訓練員 就労支援員 介護職員 児童指導員

基準上の必要人数

精神保健福祉士保育士

常勤換算後の人数

※兼務 専従 ※兼務 専従 ※兼務 専従 ※兼務

従業者数
常勤

非常勤

(単位：人）

職能判定員
理学療法士等 あんまマッ

サージ指圧師
生活支援員

合計 理学療法士 作業療法士

基準上の必要人数

機能訓練指導員

専従 ※兼務 専従 ※兼務 専従 ※兼務 専従

常勤換算後の人数

非常勤

※兼務専従 ※兼務 専従 ※兼務 専従 ※兼務 専従 ※兼務 専従 ※兼務 専従

併設（本体）施設

名称
施設種別等

入所者の定員 人

従
業
者
の
職
種
・
員
数

(単位：人）

サービス
管理責任者

医師
看護職員

心理判定員
合計 保健師 看護師 准看護師

専従 ※兼務

従業者数
常勤

当該事業の実施について定めてある定款・寄付行為等又は条例等

管
理
者

ﾌﾘｶﾞﾅ
氏　　名

住　　所
〒 ←郵便番号を半角数字７桁で入力してください

当該事業所で兼務する他の職種（兼務の場合のみ記入）

他の事業所又は施設の従業者との兼
務（兼務の場合記入）

事業所等の名称

兼務する職種
勤務時間

連 絡 先 電話番号 ＦＡＸ番号

日中一時支援事業所の登録に係る記載事項

事
業
所

ﾌﾘｶﾞﾅ
名　　称

所在地
〒 ←郵便番号を半角数字７桁で入力してください

特定なし 知的障害者 障害児（知的） 障害児（身体）



第２号様式（第４条関係） 

平障第 号  

年（   年） 月 日  

 

 様 

 

 

平塚市長  氏 名       

 

 

平塚市日中一時支援事業登録書 

 
 先に提出されました申請書を審査した結果、次のとおり平塚市日中一時支援事業の事業者として登録

しましたので、通知します。 

 

記 

 
１ 事 業 者 の 名 称    

 

２ 事 業 者 の 所 在 地    

 

３ 事業開始予定年月日     年 月 日 

 

４ 指 定 の 有 効 期 間     年 月 日 

 

５ 事 業 所 番 号      

 

以 上   



第３号様式（第４条関係） 
 

平塚市日中一時支援事業変更（廃止・休止）等届出書 

 

（宛先）平塚市長 

                   （申請者）所 在 地                  

                        名   称 

代表者氏名                  

 

 次のとおり指定を受けた事項について変更しましたので届け出ます。 

  事業所番号 

指 定 事 項 を 変 更 し た 事 業 所 

名 称 

所在地 

変 更 が あ っ た 事 項 変更の内容 

１ 事業所の名称 （変更前） 

２ 主たる事業所の所在地 

３ 申請者の名称 

４ 主たる事務所の所在地 

５ 代表者の氏名及び住所 

６ 

定款・寄付行為等及びその登記簿の謄本又は条

例等（当該指定事業に係る事業に関するものに

限る。） 

７ 事業所の平面図及び設備の概要 （変更後） 

８ 事業所の管理者の氏名及び住所 

９ 事業所のサービス提供責任者の氏名及び住所 

10 運営規程 

11 日中一時支援事業の請求に関する事項 

12 当該申請に係る事業の開始予定年月日 

13 その他 

変更年月日       年  月  日 

（廃止・休止）年月日       年  月  日 

備考 



年 月   　 　

 　 　

　 　

※１時間未満での請求は出来ません。ご注意ください。

第４号様式（第１０条関係）

平塚市日中一時支援事業　サービス提供報告書

　

　

サービス
提供年月

③

利  用  日 利 用 時 間

利用時間

事業所番号

事業所名称

日 付 曜 日 開始時間 終了時間 ①

算定区分

　

　　

　 　 　 　 　

　 　 　 　 　

　

　

　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　

　

　

　　

　 　 　 　 　

　 　 　 　 　

　

　

　

　

　 　 　 　 　 　

　 　

　

　　

　

　

あり　　・　　なし

　

　

　

　

　

　

　

　　

　

　

④ 迎え
送
り

②

重度重複加算

利用者
確認欄

受給者番号

利用者氏名

利用者負担率 ０％　５％　１０％

備　考

送迎加算 行
動
加
算

利用者
負担額

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

合　　計

④生活介護後１時間以上２時間以内

①２時間以内

②２時間超～６時間以内

③６時間超


